
多古町公告第 89 号 

 

入札参加者の資格等について 

 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。）第 167 条の 5 第 1 項及び第

167 条の 11 第 2 項の規定により、多古町の発注する建設工事、測量及び設計等の委託、製造の請

負、物品の購入及び売り払い、役務の提供又は賃貸借に関する契約に係る令和 8 年 4 月 1 日から

令和 10 年 3 月 31 日までの間の一般競争入札及び指名競争入札（以下「入札」という。）に参加す

る者に必要な資格、入札の参加資格に関する審査（以下「資格審査」という。）の申請時期及び申

請方法等について、次のとおり定める。 

 

   

令和 7 年 8 月 14 日 

 

多古町長 平 山  富 子  

第１ 入札に参加することができる者 

 入札に参加することができる者は、次のいずれにも該当しない者で、資格審査を受け、多古町 

入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載された者とする。 

 (1)施行令第 167 条の４第１項（施行令第 167 条の 11 第 1 項において準用する場合を含む。）

の規定に該当する者 

 (2)施行令第 167 条の 4 第 2 項（施行令第 167 条の 11 第 1 項において準用する場合を含む。）

の規定により入札に参加させないこととされている者 

  (3)建設業にあっては、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項の規定による許可を

受けていない者及び同法第 27 条の 23 第 1 項の規定による経営事項審査（以下「経営事項審査」

という。）を受けておらず、同法第 27 条の 29 第 1 項の規定による総合評定値の通知を受けてい

ない者 

 また、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条、厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115

号）第 27 条、及び雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出を行っていな

い者（いずれの届出についても、届出義務がない場合を除く。）。  

 (4)測量業にあっては、測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 55 条第 1 項の規定による登録を

受けていない者 

 (5)建築設計業にあっては、建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条第 1 項の規定による

登録を受けていない者 

 (6)不動産鑑定業にあっては、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和 38 年法律第 152 号）第 22

条第 1 項の規定による登録を受けていない者 

 (7)その他法令等による許可等が必要な業務にあっては、当該許可等を有していない者 



 (8)資格審査の申請に必要とされる書類を提出できない者 

 (9)法人税（個人にあっては所得税）又は消費税若しくは地方消費税を完納していない者 

(10)千葉県内に本店又は契約権限等を委任する営業所等を有する者にあっては、すべての千葉

県税を完納していない者 

 (11)多古町内に本店又は営業所等を有する者にあっては、多古町税（個人にあっては多古町税

及び県税）を完納していない者 

 

第２ 資格審査の基準日 

 資格審査の基準日は、資格審査の申請日とする。ただし、建設工事の客観的事項（建設業法第

27 条の 23 第 3 項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目）の基準日は、令和 8 年 1 月 1

日 とする。 

 

第３ 資格審査の申請分類 

１ 資格審査を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる業種ごとに申請しな

ければならない。 

 (1)建設工事 

 (2)測量・コンサルタント 

 (3)物品 

 (4)委託 

 ２ 業種分類は、令和 8・9 年度入札参加資格審査申請マニュアル（以下「申請マニュアル」と

いう。）において定めるものとする。 

 

第４ 資格審査の申請方法及び申請書類 

１ 申請者は、インターネットを利用して、ちば電子調達システム（以下「調達システム」とい

う。）のホームページ（https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/）にアクセスし、入札

参加資格申請システムに必要事項を入力することによって行う資格審査の申請（以下「電子申請」

という。）を行わなければならない。 

２ 申請者は、電子申請後、入札参加資格審査申請書を印刷し、申請マニュアルに掲げる書類を

添付して千葉県電子自治体共同運営協議会（共同受付窓口）に提出しなければならない。 

３ 電子申請を行うに当たっては、申請マニュアルを熟読の上、入札参加資格申請システム運用

基準に基づき行うこと。 

 

第５ 電子申請の時期等 

１ 資格者名簿の有効期間の始期が令和 8 年 4 月 1 日の入札参加資格を得るための電子申請及び

申請書類の提出は、令和 7 年 9 月 16 日から令和 7 年 11 月 17 日午後 5 時まで に行わなければな

らない。 

 



  なお、申請書類が上記期間内に千葉県電子自治体共同運営協議会（共同受付窓口）に到達し

たものを有効とし、資格者名簿への登載は、審査の完了を条件とする。 

  また、資格者名簿の有効期間の始期が令和 8 年 7 月 1 日以降の入札参加資格を得るための電

子申請及び申請書類の提出は、別途行う公告（以下、「随時申請等の公告」という。）により定め

るため、随時申請等の公告に基づき令和 8 年 4 月 16 日以降に手続きを行うこと。 

２ 申請書類提出先 

  郵便番号 260－0855 

千葉市中央区市場町 1 番 1 号 千葉県庁南庁舎２階 

千葉県電子自治体共同運営協議会（共同受付窓口） 

 

第６ 申請マニュアル等の入手先 

 申請マニュアル及び申請書類の様式は、調達システムのホームページよりダウンロードするも

のとする。 

 

第７ 電子申請等に使用する言語等 

１ 電子申請は、日本語で行わなければならない。電子申請に使用できる文字は、ちば電子調達

システム利用規約第 12 条に定める、調達システムで使用可能な文字とする。使用できない文字を

使用する場合は、申請可能な他の漢字又はひらがな若しくはカタカナに置き換えるものとする。

ただし、メールアドレス及びＵＲＬ（ホームページのアドレスをいう。）等については、アルファ

ベットを用いることができる。 

２ 申請書類のうち、財務諸表は、日本語で作成しなければならない。なお、その他の書類で外

国語で記載するものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

３ 電子申請及び申請書類の金額欄については、出納官吏事務規程（昭和 22 年大蔵省令第 95 号）

第 16 条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記録又は記載すること。 

 

第８ 資格審査及び等級区分 

１ 資格審査は、電子申請及び申請書類に基づいて、入札参加者としての適格性について次に掲

げる項目ごとに行うものとする。 

  (1)金銭的信用 

  (2)契約履行に関する誠実性 

２ 建設工事の契約に係る入札に参加しようとする者の資格審査については、前項のほか施工能

力について、次に掲げる事項についてそれぞれの項目により（毎年）行うものとする。 

 (1) 客観的事項（建設業法第 27条の 23第 3項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目） 

 (2) 主観的事項 多古町建設工事等入札参加資格審査基準において定める項目） 

３ 建設工事に係る資格審査については、前項の規定により審査した結果に基づき、建設工事の

種類ごとに等級の格付けを行うものとする。 

  なお、等級の格付は、多古町建設工事等入札参加資格審査基準による。 



第９ 資格審査の結果の通知及び資格者名簿への登載等 

１ 資格審査の結果、入札に参加する資格を有すると認められる者（以下「入札参加資格者」と

いう。）については、資格者名簿に登載するものとし、次項の定めによる公表をもって通知に代え

ることができるものとする。また、資格者名簿の有効期間は、資格者名簿登載日から令和 10 年 3

月 31 日までとする。 

２ 資格者名簿は、前項に定める有効期間の間、次の事項について入札情報サービス又は町ホー

ムページ（並びに情報公開コーナー）において公表するものとする。 

  (1)  入札参加資格者の商号又は名称、所在地又は住所及び代表者氏名等 

  (2) 登録業種及び等級 

 

第１０ 建設工事の事業協同組合等の特例 

 建設工事の事業協同組合等のうち、官公需適格組合（中小企業庁の官公需適格組合の証明を受

けているものをいう。以下同じ。）に係る資格審査の申請においては、組合員のうち任意に選択し

た 10 以内の組合員（以下「選択組合員」という。）に係る第 4 の第 2 項に定める添付書類を提出

した場合にあっては、当該適格組合の施工能力に関する審査は、工事種類別年間平均完成工事高、

自己資本額、利益額、職員数、技術職員数及び工事種類別年間平均元請完成工事高については当

該適格組合に係る数値及び選択組合員に係る数値の合計値により、その他の項目については当該

適格組合に係る数値及び選択組合員に係る数値の平均値により行うものとする。 

 

第１１ 共同企業体の特例 

 特定の建設工事の施工を目的として結成される共同企業体の資格審査及び申請方法等について

は、別に町長が定めるものとする。 

 

第１２ 変更及び業種追加等の届出 

１ 電子申請及び申請書類の提出をした者の申請した事項のうち、申請日から令和 8 年 3 月 31 日

までの期間に、申請マニュアルに掲げる事項について変更が生じた場合には、令和 8 年 3 月２日

以降 速やかに調達システムを使用して町に変更の届出を行わなければならない。 

 また、届出を行った後は、入札参加資格審査申請書記載事項変更届等を印刷し、その事実を証

する書類を添付して千葉県電子自治体共同運営協議会（共同受付窓口）に提出しなければならな

い。 

２ 令和 8 年 4 月 1 日以降に、入札参加資格者が次のいずれかに該当した場合に行う電子申請及

び申請書類の提出は、随時申請等の公告に基づき手続きを行うこと。 

 (1)入札に参加できる資格に係る営業を廃止または休止した場合 

 (2)申請マニュアルに掲げる事項について変更を生じた場合 

 (3)登録済みの業種のほかに新たな業種を追加する場合 

 (4)入札に参加できる資格に係る営業の一切を承継した場合（入札参加資格者の死亡により当該

営業の一切を相続した者で入札に参加しようとする場合を含む） 



 (5)入札参加資格の取消しの申請を行う場合 

 

第１３ 入札参加資格の取消し 

１ 入札参加資格者が次のいずれかに該当するときは、その者の資格を取り消すものとする。    

(1)第 1 の各号のいずれかに該当することとなったとき。 

 (2)電子申請又は提出書類に故意に虚偽の事項を記録又は記載したとき。 

 (3)資格に係る営業を廃止し、又は長期間にわたり休止したとき。 

 (4)金銭的信用を著しく欠くと認められるとき。 

 (5)調達システムを使用して入札参加資格の取消しの申請を行った後、入札参加資格取消申請書

の提出があったとき。 

 (6)倒産・破産等により、前号に規定する手続きが行われる見込みがないと認められるとき。 

２ 随時申請等の公告の定めによる変更の届出をする必要があるにもかかわらず、変更の届出を

しないときは、町長はその者の資格を取り消すことができるものとする。 

３ 前 2 項の定めにより入札参加資格の取消しを行ったときは、町長はその旨を当該入札参加資

格者に通知するとともに、その者を資格者名簿から抹消するものとする。なお、取消の結果につ

いては、第 9 の第 2 項の定めによる公表をもって通知に代えることができる。 

 

第１４ 入札参加資格の停止 

１ 入札参加資格者が次に掲げるいずれかの場合に該当するときは、それぞれに掲げる期間、そ

の者の入札参加資格を停止するものとする。 

(1) 不渡手形又は不渡小切手を出した場合  

当該不渡手形又は不渡小切手を出した日から 6 か月が経過する日まで 

(2) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てが行われた場合  

同法に基づく裁判所の更生手続開始の決定が行われる日まで 

(3) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てが行われた場合  

同法に基づく裁判所の再生手続開始の決定が行われる日まで 

２ 前項の規定により入札参加資格の停止を行ったときは、町長はその旨を当該入札参加資格者

に理由を付して通知するものとする。 

 

第１５ 申請情報の取扱 

１ 申請者に関する情報については、多古町暴力団排除条例（平成 24 年 3 月 21 日条例第 4 号）

第 9 条第に規定するに暴力団密接関係者を町の事務等から排除する措置を講ずるために、千葉県

警察本部へ提供し、又は照会等に使用することがあるほか、必要な書類の提出を求めることがあ

る。 

２ 千葉県警察本部からの情報提供により、入札参加資格者が多古町暴力団排除措置要綱に規定

する措置要件に該当すると認めるときは、排除措置を講ずる。 

 



第１６ この公告に関する問い合せ先 

 多古町役場財政課 管財係 

  電話 0479（76）5416 

 

  附 則 

１ この公告は、令和 7 年 8 月 14 日から施行する。 

２ 令和 7 年 3 月 17 日多古町公告第 63 号の定めるところにより入札参加資格審査申請をした者

の取扱いは、なお、従前の例による。 


